
駆け込みホットライン 

１．通報される方の情報 

２．違反の疑いがある行為者の情報 

３．違反の疑いがある行為（具体的事実） 

氏 名  

住 所  

電 話 番 号  

会　  社  　名 

代　表　者　名 

所　 　在 　　地 

建設業許可番号 

電　話　番　号 

そ　　の　　他 

 

（ア）　だれが 

（イ）　いつ 

（ウ）　どこで 

（エ）　いかなる方法で 

（オ）　何をしたか 

 その他 

　通報にあたっては、建設業法令遵守推進本部が端緒情報として取り上げ、立入検査・報
告徴収するかどうかの判断ができる次の事柄について、できる限り明らかに報告して頂く
ことが望まれます。  
◆通報される方の氏名、住所 
※通報された方に不利益が生じないよう十分注意しますのでできるだけ匿名は避けてく
　ださい。 
◆違反の疑いがある行為者の会社名、代表者名、所在地、建設業許可番号等 
◆違反の疑いがある行為の具体的事実について次の事柄 
　　（ア）だれが、（イ）いつ、（ウ）どこで、（エ）いかなる方法で、（オ）何をしたか　等 
　なお、違反の疑いがある行為を証明するような資料等があれば、通報後に建設業法令遵
　守推進本部に提出（郵送・ＦＡＸ）してください。 

「駆け込みホットライン」への通報の仕方 

ＴＥＬ．　　0570－018－240 
 
ＦＡＸ．　　0570－018－241

E-mail　：　　kakekomi-hl@mlit.go.jp 
 

E-Mail

建設業法令遵守推進本部「駆け込みホットライン」 

受付時間／１０：００～１２：００　１３：３０～１７：００（土日・祝祭日・閉庁日を除く） 

 

ナビダイヤルの通話料は、発信者の負担となります。 

E-mail

イ ハン ツウホウ 

国 土 交 通 省  
建 設 業 法 令 遵 守 推 進 本 部  

★法令違反情報を通報された方に不利益が生じないよう十分注意して情報を取り扱います。 

－建設業法違反通報窓口－ 

◆「駆け込みホットライン」に電話をすると、各地方整備局等の
　「建設業法令遵守推進本部」につながります。 
◆「駆け込みホットライン」に寄せられた情報のうち、法令違法
　の疑いがある建設業者には、必要に応じ立入検査等を実施し、 
　違反行為があれば監督処分等により厳正に対応します。 

通 報 先  

なくそう違 反 、あったら 通 報！！ 

受付時間／１０：００～１２：００　１３：３０～１７：００ 
（土日・祝祭日・閉庁日を除く） 

ナビダイヤルの通話料は発信者の負担となります。 

全国
 

共通
 

全国 
共通 



「駆け込みホットライン」で受け付ける法令違反情報 
※「駆け込みホットライン」は、主に国土交通大臣許可業者を対象に以下の建設業に係る法令違反行為の情報（通報）を受け付けます。 

●見積条件の提示 

 ・不明確な工事内容の提示等により下請負人に見積りを行わせた 

 ・法令で定められた見積期間より短い期間で下請負人に見積りを行わせた 

 
●当初契約 

 ・下請工事に関し、書面による契約を行わなかった 

 ・工事着手後又は工事終了後に契約書面を相互に交付した 

 
●追加・変更契約 

 ・追加工事又は変更工事が発生したが、変更契約を行わなかった 

 
●不当に低い請負代金／指値発注 

 ・元請負人の一方的な強要により合理的な根拠もなく、下請負人の見積額や 

　従来の取引価格を著しく下回る額で下請契約を締結した 

  ・工事着手後又は工事終了後に下請負人の協議に応じることなく下請代金の 

　額を一方的に 決定し、その額で下請契約を締結した 

 
●不当な使用資材等の購入強制 

 ・下請契約締結後に、下請工事に使用する資材・購入先等を指定した結果、下請 

　負人が予定していた購入価格より高い価格で資材等を購入することとなった 

 
●やり直し工事 

 ・元請負人と下請負人の責任及び費用負担を明確にしないままやり直し工事を下請 

　負人に行わせ、その費用を一方的に下請負人に負担させた 

 

「建設業法令遵守ガイドライン」に掲載されている法令違反、または法令違反のおそれがある事例 
 

・一括下請負が行われている 
・工事現場に必要な専任の監理技術者等が設置されていない 
・監理技術者等の名義貸しが行われている 
・施工体制台帳・施工体系図が作成されていない 
・無許可業者と５００万円以上の下請契約を締結している 
・元請の一般建設業者が、下請業者と総額３，０００万円 
　（建築一式４，５００万円）以上の請負契約を締結している　　等　 

●赤伝処理 
 ・下請代金の支払の際、施工に伴い発生した建設廃棄物の処理費用、銀行振込手数料等を一方 
   的に下請代金から差し引いた 
 ・下請代金の支払の際、下請負人が使用した駐車場や宿舎使用料等を実際にかかった金額より 
  過大に差し引いた 

●支払保留 
 ・工事目的物の検査、引渡しが終了後、下請負人に対し、長期間にわたり保留金として下請代金 
   の一部を支払わない 

●長期手形 
 ・１２０日を超える割引困難な長期手形により下請代金を支払った 
 

工事の施工現場に関する法令違反 
 

虚偽の許可申請・経営事項審査申請による法令違反 

・建設業の許可申請の際、虚偽の内容で建設業許可を取得している 
・変更届の際、虚偽の内容を提出している 
・経営事項審査申請の際、虚偽の内容で申請している 
・虚偽の内容で得た経営事項審査の結果を公共工事の発注者に 
 提出している　　　等　　 

元請業者と下請業者の間の請負契約上の法令違反 

建設業法（抄） 
（建設工事の請負契約の原則） 
第１８条 　建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実に
　これを履行しなければならない。  
（不当に低い請負代金の禁止） 
第１９条の３ 　注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる
　原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。  
 

※「建設業法令遵守ガイドライン」は国土交通省のホームページに掲載されています。 

　 ウェブ検索で「建設業法令遵守ガイドライン」で検索して下さい。 


